


　
平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
、
遠
賀
町

内
に
住
ん
で
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

当
て
は
ま
る
人

①
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人

②
勤
務
先
で
町
県
民
税
を
給
与
か
ら
引

　
か
れ
て
い
な
い
人
（
ア
ル
バ
イ
ト
や

　
臨
時
雇
い
の
人
な
ど
）

③
平
成
18
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、
再

　
就
職
し
て
い
な
い
人

④
給
与
所
得
者
で
、
平
成
18
年
中
の
給

　
与
以
外
の
所
得
と
し
て
地
代
、
家
賃
、

　
配
当
な
ど
が
あ
る
人(

た
と
え
、20
万

　
円
以
下
で
も
申
告
が
必
要
で
す)

⑤
年
金
収
入
が
あ
り
、
扶
養
控
除
や
社

　
会
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
る
人

⑥
個
人
年
金
、
生
命
保
険
な
ど
の
満
期

　
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
人

　
な
お
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
人
に
は
、
町
県
民
税
の
申
告

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

●
平
成
18
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

（
還
付
申
告
）
を
し
た
人

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で

　
町
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
こ

　
と
に
な
り
ま
す
。

●
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
が
済
ん

　
で
い
て
、
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
「
給

　
与
支
払
報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い

　
る
人

※
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
勤

　
務
先
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
18
年
分
の
収
入
が
公
的
年
金
だ

　
け
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
人

①
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
１
５
１
万

　
５
０
０
０
円
以
下
の
人
（
昭
和
17
年

　
１
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

②
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
１
０
１
万

　
５
０
０
０
円
以
下
の
人
（
昭
和
17
年

　
１
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
）

●
平
成
18
年
中
に
事
業
所
得
、不
動
産

　
所
得
、譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
人

　
で
、所
得
金
額
の
合
計
額
が
、所
得
控

　
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

●
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
給
与

　
所
得
者

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超

　
え
る
人

②
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

　
受
け
て
い
る
人

③
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

　（
年
金
な
ど
）が
20
万
円
を
超
え
る
人

　
確
定
申
告
が
必
要
な
人
が
、期
限
ま

で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た
り
、間
違
っ

た
申
告
を
し
た
り
す
る
と
、無
申
告
加

算
税
や
延
滞
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。申
告
は
正
し

く
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
、確
定
申
告
を
し
て
所
得
税
を

　
納
め
た
人
や
事
業
所
得
が
あ
る
人
、

　
ま
た
、不
動
産
な
ど
の
譲
渡
が
あ
っ

　
た
人
に
は
、税
務
署
か
ら
申
告
書
が

　
郵
送
さ
れ
ま
す
。申
告
す
る
と
き
は
、

　
こ
の
申
告
書
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

　
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
は
、
控
除

対
象
者
の
平
成
18
年
中
の
合
計
所
得
金

額
が
38
万
円
以
下
（
給
与
所
得
者
の
場

合
は
、
収
入
金
額
が
１
０
３
万
円
以
下
）

で
な
け
れ
ば
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
配
偶
者
特
別
控
除

も
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
に
よ
っ
て

控
除
額
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上

の
控
除
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
年
末
調
整

で
誤
っ
て
控
除
を
受
け
て
し
ま
っ
た
場

合
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
誤
っ
て
控
除
を
受
け
た
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
所
得
税
や
町
県
民
税
が

更
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
18
年
中
の
収
入
が
全
く
な
い
場
合
や
、税
金
の
対
象
に
な
ら
な
い
遺
族
年

　
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
み
の
場
合
で
も
、国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は
、申
告
が

　
必
要
で
す
。申
告
し
て
い
な
い
場
合
は
、国
民
健
康
保
険
税（
介
護
保
険
料
を
含

　
む
）の
減
額
世
帯
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①税務署から申告書が送られてきた人は、その申告書
※整理番号が記入されています。
②給与や年金などがある人は、源泉徴収票
③医療費控除を受ける人は、医療費の領収書、保険など
　で補てんされた金額の明細書
※先に高額療養費の請求をしてから、医療費控除をし
　てください。
※医療費の内訳書に、個人ごと・病院ごとの領収金額および生命保険などから補填
　された金額を記入後、合計額を記入しておいてください。（内訳書は役場税務課
　にあります）
④生命保険料控除または損害保険料控除を受ける人は、支払保険料の控除証明書
⑤国民年金保険料や社会保険料控除を受ける人は、国民年金保険料や社会保険料の
控除証明書
⑥住宅借入金等特別控除を受ける人は、住民票の写し、住宅取得資金の借入金の年
　末残高等証明書、家屋の登記簿謄（抄）本、売買契約書または請負契約書の写し
※敷地などの購入に係るロ－ンの控除を受ける場合は、敷地などの登記簿謄（抄）本、
分譲に係る契約書の写しが必要です。
⑦印鑑（認印で可）
（注）所得税の還付が生じると思われる人は、振込先の金融機関・口座番号(申告者
本人名義のもの)を把握してきてください。



▽
国
民
年
金
の
納
付
額
に
つ
い
て

　
　
18
年
中
に
収
め
た
国
民
年
金
の
納
付
額
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

　
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
が
、今
回
、社
会
保
険
庁
が

　
９
月
30
日
付
の
デ
ー
タ
か
ら
、「
国
民
年
金
保
険
料
等
の
控
除
証
明

　
書
」を
11
月
初
旬
、
各
被
保
険
者
に
郵
送
し
て
ま
す
の
で
必
ず
持
っ

　
て
来
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
12
月
31
日
ま
で
の
納
付
分
は
、
１
月
中
旬
ま
で
に
社
会
保
険
庁
が
、

　「
控
除
証
明
書
」を
送
付
し
ま
す
。

▽
障
害
者
控
除
に
つ
い
て

　
　
障
害
者
手
帳
な
ど
に
基
づ
き
障
害
者
控
除
の
判
定
も
で
き
ま
す

　
が
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65
才
以
上
の
人
で
、

　
主
治
医
の
意
見
書
で
の
日
常
生
活
自
立
度（
寝
た
き
り
度
）が
、
Ｂ

　
お
よ
び
Ｃ
ラ
ン
ク
に
該
当
し
て
い
る
人
は
、
特
別
障
害
者
控
除
の

　
対
象
に
な
り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
に
は
、
福
祉
課
で
発
行
す
る

　「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」が
必
要
で
す
の
で
、
申
告
す
る
と

　
き
に
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

※
証
明
の
申
請
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、
福
祉
課

高
齢
・
障
害
者

　
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　
　
従
来
、
寝
た
き
り
状
態
の
人
な
ど
の
お
む
つ
代
を
医
療
費
控
除

　
の
対
象
と
す
る
に
は
、
医
師
の
発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

　
が
必
要
で
し
た
。
２
年
目
以
降
の
人
に
つ
い
て
は「
お
む
つ
使
用
証

　
明
書
」が
な
く
て
も
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
に
係
る
①
主
治
医

　
の
意
見
書
の
写
し
、
ま
た
は
、
②
役
場
が
発
行
す
る
主
治
医
意
見

　
書
の
内
容
を
確
認
し
た
証
明
書
が
あ
れ
ば
、
医
療
費
控
除
の
対
象

　
に
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
②
の
証
明
の
申
請
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、
福
祉
課

高
齢
・
障

　
害
者
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
初
め
て
の
人
は
従
来
ど
お
り
医
師
の
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が

　
必
要
で
す
。

▽町県民税の問い合わせ　役場税務課
▽所得税の問い合わせ　　若松税務署　☎０９３（７６１）２５３６

●受　付
　▽午前の部　午前９時～11時30分
　▽午後の部　午後１時～４時
●ところ　役場２階大会議室
※車で来る人は、庁舎北側（図書館南側）の駐車

　場に駐車してください。

注１）譲渡　土地・建物などの譲渡所得のある人　　注２）収支　自営業や不動産所得などの収支申告者
注３）農業収支　農業所得での収支申告者

Administrator




●ところ

　ベイサイドプラザ若松３階（サンリブ若松横）

●開設期間

　４月２日（月）まで

●受付時間

　午前９時～午後４時

※開設期間中は、若松税務署内には確定申告の会場は、準

　備していません。

※土曜、日曜および祝日は開設してませんが、２月18日（日）

　と２月25日（日）は開設しています。

●注意

　▽平成18年分の所得税の確定申告書の提出期限

　　平成19年３月15日（木）まで

　▽平成18年分の消費税の確定申告書の提出期限

　　平成19年４月２日（月）まで

●問い合わせ

　若松税務署

　☎０９３（７６１）２５３６

　▽所得税について

　　個人課税第一部門

　　☎０９３（７６１）２５３７

　▽譲渡所得・贈与税について

　　個人課税第三部門

　　☎０９３（７６１）２５３９
・若松駅で下車し、
　相談会場まで、徒
　歩５分です。
・駐車場に限りがあ
　りますので、でき
　るだけ公共交通機
　関を利用してくだ
　さい。





　公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発

行の日から３年間になっています。

　このサービスは平成16年１月29日から開始されていま

すので、平成19年１月29日以降、有効期間満了のため失

効になる電子証明書がでてきます。失効した場合には、

地方税の電子申告などの電子申請・届出に使うことがで

きなくなります。

　引き続きこのサービスを利用したい人は、住民課窓口

で更新手続きをしてください。更新手続きは有効期間満

了の日の３か月前からできます。

※現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明

の発行を受けることはできます。

●更新手続きに必要なもの

　①更新する電子証明が格納された住基カード

　②本人確認ができる写真付きの公的な証明書

　（例）運転免許証・パスポート・写真付の住基カードなど

　③印鑑

　④発行手数料　５００円

●問い合わせ　住民係



　就業を希望する高齢者が、多様な働き方について理解

を深め、自己の職業生活設計の明確化を図ることで、高

年齢者が希望する就業生活につなげるためにセミナーを

開催します。

●と　き　２月８日（木）　午後１時30分～４時40分

●ところ　小倉リーセントホテル（小倉北区大門）

●内　容　

　▽講演　「充実した職業生活をめざして」

　　講師　神田健司さん（（社）中高年齢者雇用福祉協会）

　▽講演　「よくわかる！60歳からの働き方と年金」

　　講師　井口昭彦さん（社会保険労務士）

●対　象　就業を希望する高年齢者とテーマに関心がある人

●定　員　約50人

●費　用　無料

●申し込み方法

　電話、FAX、郵送、Eメールで申し込みください

●申し込み・問い合わせ

　〒８０３－０８１３

　北九州市小倉北区城内７－８

　福岡県北九州労働福祉事務所　就業支援課

　 ☎ ０９３（５９２）３５０７

　FAX０９３（５９２）８５０５

　Eメール kitakyushu-roufuku@deluxe.ocn.ne.jp

　教育に関する家庭の経済的負担の軽減と教育の機会均

等を図るために「国の教育ローン」を取り扱っています。

●対　　象

　高校・短大・大学・各種学校などに入学、または在学

　する人の保護者で、世帯の年間収入が下記の人

　▽給与所得者　990万円以下

　▽事業所得者　770万円以下

●使用内容

　入学に必要な資金のほか、授業料、アパートの家賃な

　どの在学費用

●融資限度額

　学生一人につき200万円

●利　　率

　年2.3％（平成18年12月26日現在）

●返済期間　10年以内

●問い合わせ

　▽国民生活金融公庫八幡支店　

　　☎０９３（６４１）７７１５

　▽教育ローンコールセンター　

　　☎（０５７０）００８６５６



●
と
き

　
２
月
27
日
（
火
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
　
研
修
棟

●
対
象

　
１
歳
か
ら
就
学
前
ま
で
の
幼
児
と
保

　
護
者

●
定
員
　
12
組
（
先
着
順
）

●
内
容

　
栄
養
士
に
よ
る
講
話
、
幼
児
食
の
調

　
理
実
習
、
試
食
し
な
が
ら
の
座
談
会

※
託
児
が
あ
り
ま
す
。

●
持
っ
て
く
る
も
の
　

　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
お
子
さ
ん
の

　
ス
プ
ー
ン
、
は
し
、
お
子
さ
ん
の
お

　
茶
、
託
児
に
必
要
な
着
替
え
、
オ
ム

　
ツ
、
バ
ス
タ
オ
ル
な
ど

●
費
用
　
１
０
０
円

●
締
め
切
り
　
２
月
９
日
（
金
）

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
簡
単
な
計
算
式
や
エ
ク
セ
ル
の
機
能

を
覚
え
ま
し
ょ
う
。

●
と
き

　
２
月
15
日
（
木
）
か
ら
３
月
６
日
（
火
）

　
ま
で
の
火
・
木
曜
日（
全
５
回
）

　
午
後
７
時
〜
９
時

●
と
こ
ろ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー

●
定
員
　
15
人

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な
り

　
ま
す
。

●
費
用
　
５
０
０
円

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
筆
記
用
具

●
締
め
切
り
　
２
月
９
日
（
金
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

　
☎
（
２
９
３
）
１
３
５
５

　職場で働く人が性別によって差

別されることなく、また働く女性

が母性を尊重されつつ、その能力

を十分発揮することができる雇用

環境を整備するため、性差別禁止

の範囲の拡大、妊娠・出産などを理

由とする不利益取扱いの禁止など

を定めた改正男女雇用機会均等法

が4月1日からスタートします。

　詳しい内容は、お問い合わせく

ださい。

●問い合わせ

　福岡労働局雇用均等室

　☎０９２（４１１）４８９４

http://www.fukuoka.plb.go.jp/

●
と
き

　
２
月
６
日
（
火
）

　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
対
象

　
町
内
に
住
ん
で
い
る
生
後
４
か
月

　
か
ら
就
学
前
の
乳
幼
児
と
保
護
者

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
内
容

　
鬼
の
お
面
な
ど
を
作
っ
て
遊
び
ま
す

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
水
筒
、
お
し
ぼ
り
、
ク
レ
ヨ
ン

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

●
と
き

　
２
月
８
日
（
木
）

﹇
受
付
﹈

▽
前
半
　
午
後
１
時
〜
１
時
10
分

▽
後
半
　
午
後
１
時
40
分
〜
１
時
50
分

●
対
象
　

　
平
成
18
年
９
月
１
日
か
ら
10
月
30
日

　
ま
で
に
生
ま
れ
た
乳
児

※
対
象
者
に
は
個
人
通
知
し
ま
す
。

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
内
容

　
医
師
に
よ
る
診
察
、
身
体
計
測
、
保

　
健
師
・
栄
養
士
に
よ
る
健
康
相
談
、

　
離
乳
食
集
団
指
導

●
持
っ
て
く
る
も
の
　

　
母
子
健
康
手
帳
、
健
康
診
査
票
、
ア

　
ン
ケ
ー
ト
、
バ
ス
タ
オ
ル

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
好
き
嫌
い
や
、
少
食
な
ど
、
悩
み
の

多
い
幼
児
期
の
食
事
に
つ
い
て
、
栄
養

士
さ
ん
の
お
話
と
試
食
、
座
談
会
で
少

し
で
も
解
決
し
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
参

加
者
ど
う
し
、
お
友
達
に
な
り
ま
し
ょ

う
。



　
放
送
大
学
は
、
衛
星
放
送
（
Ｃ
Ｓ
）

な
ど
を
使
っ
て
、
授
業
を
行
う
国
が
つ

く
っ
た
大
学
で
す
。

●
種
類

▽
教
養
学
部
（
全
科
履
修
生
）

　
15
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
無
試

　
験
で
入
学
で
き
ま
す

※
人
文
・
社
会
・
自
然
・
産
業
な
ど
の

　
幅
広
い
分
野
の
科
目
（
約
350
科
目
）

　
か
ら
学
べ
ま
す
。

▽
大
学
院（
修
士
科
目
生
・
修
士
選
科
生
）

　
18
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
入
学

　
で
き
ま
す

●
締
め
切
り

　
２
月
15
日
（
木
）

※
体
験
入
学
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
放
送
大
学

　
☎
０
１
２
０
（
８
６
４
）
６
０
０

　h
ttp

:/
/

w
w

w
.u

-
a

ir.a
c
.jp

　
各
種
講
座
を
行
っ
て
ま
す
の
で
、お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

●
と
き

　
２
月
21
日（
水
）か
ら
８
月
８
日（
水
）

　
ま
で
の
毎
週
水
曜
日

　
午
後
６
時
30
分
〜
９
時

●
対
象
　
ど
な
た
で
も
可

●
定
員
　
30
人
（
先
着
順
）

●
費
用
　
８
５
，
０
０
０
円

◇
上
級W

indow
sX
P

●
と
き

　
２
月
９
日（
金
）か
ら
３
月
20
日（
火
）

　
ま
で
の
毎
週
火
・
金
曜
日

　
午
後
６
時
30
分
〜
９
時
　

●
対
象

　W
in

d
o

w
s

の
基
本
的
操
作
が
で
き

　
る
人

●
定
員
　
20
人
（
先
着
順
）

●
費
用
　
３
５
，
０
０
０
円

◇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
入
門

●
と
き

　
▽
２
月
９
日（
金
）か
ら
27
日（
火
）ま

　
　
で
の
毎
週
火
・
金
曜
日

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

●
対
象

　
基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
人

●
定
員
　
20
人
（
先
着
順
）

●
費
用
　
１
０
，
０
０
０
円

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
マ
イ
テ
ク･

セ
ン
タ
ー
北
九
州

　
☎
０
９
３
（
６
５
１
）
３
７
７
５

　h
ttp

:/
/

w
w

w
.m

y
tec.ac.jp

　
情
報
化
の
進
展
に
即
し
た
魅
力
あ
る

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
高
度
な
専
門
知
識
・

技
能
を
持
っ
た
人
材
を
育
成
し
て
い
ま

す
。学
校
見
学
は
、随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

●
と
き
（
推
薦
・
一
般
共
通
）

　
①
２
月
18
日
（
日
）

　
②
３
月
４
日
（
日
）

　
③
３
月
23
日
（
金
）

　
④
４
月
１
日
（
日
）

●
と
こ
ろ
　

　
直
方
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
カ
レ
ッ
ジ

　
（
直
方
市
大
字
植
木
）

●
募
集
学
科
・
定
員

　
IT
シ
ス
テ
ム
科
　
１
０
０
人

※「
シ
ス
テ
ム
開
発
」、「
事
務
Ｏ
Ａ
」、「
経

　
理
」、「
製
図
・
Ｃ
Ａ
Ｄ
」、「W

eb

・
マ
ル

　
チ
メ
デ
ィ
ア
」、「
モ
バ
イ
ル
」の
コ
ー

　
ス
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象

　
高
校
卒
業
以
上（
見
込
み
含
む
）の
人

●
願
書
受
付
期
間
（
推
薦
・
一
般
共
通
）

　
①
１
月
29
日（
月
）〜
２
月
14
日（
水
）

　
②
２
月
19
日（
月
）〜
28
日（
水
）

　
③
３
月
５
日（
月
）〜
19
日（
月
）

　
④
３
月
20
日（
火
）〜
30
日（
金
）

●
問
い
合
わ
せ

　
直
方
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
カ
レ
ッ
ジ

　
☎
０
９
４
９
（
２
３
）
０
２
０
０

　芦屋町では、価格公示の町有地（10件）を随時公売し

ます。

●と　き　２月１日（木）～

　[受付]　午前９時～午後４時30分

※土日、祝日は除きます。

●ところ

　芦屋町役場財政課契約管財係（芦屋町幸町）

●その他

　▽物件ごとに、原則応募者先着申込順で決定します

　▽価格公示町有地売却応募要領は、芦屋町財政課契

　　約管財係にあります

　▽芦屋町のホームページにも、価格公示町有地売却

　　応募要領を掲載しています

●問い合わせ

　芦屋町財政課契約管財係

　☎０９３（２２３）０８８１

　http://www.town.ashiya.fukuoka.jp

　商工会青年部では、郡内商工

会青年部合同防犯事業の一環と

して、「地域防犯パトロール」

を行っています。

　テレビのニュースで報道され

ている、犯罪や事件も他人事ではありません。　防

犯ステッカーを貼り、地域の安全、子どもたちの安

全を守るため、日々眼を光らせています。町をあげ

て防犯意識を高め、安全な町づくりをしましょう。

※商工会青年部員の車には、このステッカーが貼っ

　てあります。

●問い合わせ

　遠賀町商工会　☎（２９３）０１６５
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●とき・ところ・問い合わせ
※時間はいずれも午前９時30分からです。
　▽浅木小学校
　　２月19日（月）　
　　☎（２９３）０００９
　▽広渡小学校
　　２月20日（火）　
　　☎（２９３）３７１１
　▽島門小学校
　　２月21日（水）　
　　☎（２９３）０００４

　今春の小学校・中学校入学予定者に入学案内通知書（はが
き）を１月中旬に送付しています。はがきの届いていない人
は連絡してください。なお、案内通知書は１月16日現在で、
遠賀町に住所がある人に送付しています。
●入学式について
　▽各中学校　４月10日（火）　午前10時～
　▽各小学校　４月11日（水）　午前10時～
●問い合わせ　学校教育課


